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人事労務レポート 
 

★★ 今回のテーマ ★★ 

在宅勤務における労務管理 

＜時間外・休日・深夜勤務の取扱い等＞ 
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近年、IT 化の急速な進展に伴い、個々人の生活環境に合

わせ在宅勤務を行う労働者が増えています。在宅勤務は

労働者が仕事と生活の調和を図りながら働くことができると

いうメリットがある一方、就労場所が自宅であり直接の指揮

命令を与えることが難しく、これまでの労務管理では対応が

困難な面もあります。今回は在宅勤務をテーマに取り上

げ、労務管理上留意すべき問題について解説します。 
 

１. 在宅勤務の現状 
在宅勤務や施設に依存せず社外で仕事をするモバイル

ワーク等、情報通信技術を活用した場所や時間にとらわれ

ない柔軟な働き方をテレワークといい、2005 年時点で就業

者人口に占めるテレワーカーの比率は 10.4％とされていま

す。政府は労働力人口の減少をカバーし、ワークライフバラ

ンスの実現に寄与するテレワークを普及促進させるため、

平成 19 年 5 月 29 日に「テレワーク人口アクションプラン」

を策定し、2010 年までに 2005 年比でテレワーカー比率を 2

割まで上げることを目指しています。 
 

２. 在宅勤務者の労働者性 
労務管理上の問題に移る前に、基本的な問題として自宅

で作業を行う在宅勤務者が労働法上の労働者に該当する

のかという問題があります。「労働者」については、労働基

準法 9 条で「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使

用される者で、賃金を支払われる者」と定義されます。在宅

勤務者は通常の労働者と同様に労働契約を結び、労務を

提供している限りは就労場所が自宅でも「労働者」とされる

ことに問題はなく、労働法令の適用が及ぶことになります。
 

３. 労務管理上の留意点 
 平成 20 年 7 月 28 日に「情報通信機器を活用した在宅勤

務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」という行政

通達が出され、在宅勤務における労務管理上のポイントが

示されています。以下、当ガイドラインの内容を踏まえ、労

務管理上の留意点について触れていきます。 

（１）労働時間管理 

在宅勤務者についても、原則として 1 日 8 時間、1 週 40

時間の労働時間規制が適用されます。しかし、在宅勤務と

いう性質上、使用者による労働時間の把握・管理が困難で

あるため、通常「事業場外のみなし労働時間制」を適用し、

原則として就業規則で定める所定労働時間（1 日 8 時間

等）働いたものとみなすという処理が可能となります。ただ

し、情報通信機器が常時通信可能な状態におかれ、Ｅメー

ル等で具体的な指示を随時受け、また具体的な指示に備

えて手待ち状態で待機しているような場合には、事業場外

みなし制ではなく、実労働時間の管理が必要となります。 

なお、システム開発等の職種であれば、専門業務型裁量

労働制を使用することも考えられます。 

（２）時間外・休日・深夜労働の取扱い 

事業場外みなし制の場合には、原則として所定労働時間

働いたものとされるため、時間外労働の割増賃金は発生し

ません。1 日 9 時間等、みなし時間が法定労働時間を超え

る場合のみ時間外割増が必要となります。休日、深夜労働

については、通常の労働者と同様原則的にはその分の割

増賃金支払いが必要となります。しかし、在宅勤務の場合

には、本人の都合で休日・深夜労働を行う場合が想定され

るため、当ガイドラインでは、「使用者のいかなる関与もなし

に行われた休日・深夜労働については、労働基準法上の

労働時間に該当しない」との見解が示されています。使用

者としては、休日・深夜労働について事前許可制を定め、

事前の申出がない場合には労働時間とみなさない旨を明

確に就業規則等で定めておくことが必要といえます。 

（３）在宅勤務に関する業務命令 

通常勤務をしていた労働者に在宅勤務を命じることできる

かという点ですが、使用者に不当な動機・目的がなければ

就業規則の配転条項に基づき、労働者に在宅勤務を命じ

ることができるとも考えられます。しかし、通常の支社間や

部署異動とは性質が異なるため、家庭生活上の不利益等

も考慮し、労働者の個別同意が求められるといえます。 

（４）安全衛生・労働災害 

在宅勤務を行う労働者についても、必要な健康診断を行

うとともに、雇入れ時に必要な安全衛生教育を行うことが求

められます。労働災害については、自宅での私的行為を除

き、業務が原因である災害は労災保険の保険給付の対象

となります。 

（５）雇用保険・社会保険の取扱い 

雇用保険・社会保険については、一定時間以上勤務する

場合には、在宅勤務であっても通常の労働者と同様に加入

対象となります。なお、雇用保険の資格取得手続きにおい

ては、「在宅勤務者の雇用実態証明書」を提出し、就業規

則の適用があること等、労働者であることの証明を行う必

要があります。 

ご不明な点は山口事務所までお問い合わせください。 

◆今年もあっという間に残り 2 ヶ月となりました。急に寒くなっ

てきたので、体調管理に気をつけ年末まで乗り切りたいです。

◆「経理ウーマン」という月刊誌で連載記事を書くことになりま

した。テーマは「改正労基法早わかり講座」です。今年 4 月改

正ということで時機を逸したきらいがありますが、分かりやすく

実務に役立つ内容にしたいと思います。購読されている方が

いらっしゃいましたら、私の記事もご一読ください。（山口） 

● コラム ● 

― 今月の主な労務・税務関連手続き ― 

・年末調整に関する従業員へのアナウンス、申告書類配布 

・年末賞与準備 


